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船舶事故調査報告書 

 

                              平成２５年８月１日      

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決      

                         委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                         委   員  庄 司 邦 昭 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２４年８月５日（日） １３時４５分ごろ 

発生場所 福井県小浜市内外
う ち と

海
み

漁港泊地区南西方沖 

 小浜市所在の小浜港沖防波堤灯台から真方位３３１°５,０００ｍ

付近 

 （概位 北緯３５°３２.４′ 東経１３５°４２.３′） 

事故調査の経過  平成２５年１月２２日、本事故の調査を担当する主管調査官（神戸

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 漁船 第三波涛
は と う

丸、１.５トン 

   ＦＫ３－１０８７７（漁船登録番号）、個人所有 

   ８.０８ｍ（Lr）×２.２８ｍ×０.８０ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関、漁船法馬力数１６、平成３年６月２４日 

Ｂ モーターボート ＷＩＮＮＥＲＳ
ウ ィ ナ ー ズ

、１.５トン 

   ２５３－２８４２４福井、個人所有 

   ５.７８ｍ（Lr）×２.２１ｍ×１.１７ｍ、ＦＲＰ 

   ガソリン機関、４４.１kＷ、平成１４年１０月 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ７０歳 

   二級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録 日 昭和５１年４月２日 

    免許証交付日 平成２１年３月１３日 

           （平成２６年１１月３０日まで有効） 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ５０歳 

   一級小型船舶操縦士 

    免許登録 日 平成２３年１２月１９日 

    免許証交付日 平成２３年１２月１９日 

           （平成２８年１２月１８日まで有効）   

 死傷者等 Ａ なし 

Ｂ 軽傷 ２人（同乗者Ｂ１及び同乗者Ｂ２） 

 損傷 Ａ なし 

Ｂ 右舷船側外板等に亀裂、船外機の始動不良 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａが１人で乗り組み、さざえ網漁を終えて内外海漁港
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泊地区（以下「泊漁港」という。）へ向けて帰途につき、船長Ａが、

船外機付近に設けた板に腰を掛けて右手で船外機のハンドル操作に当

たり、小浜湾北部の内外海半島松ケ埼南方沖において、左舷船首方１

０～２０°付近にＢ船を認めた。 

 船長Ａは、Ｂ船が錨泊して釣りをしていると思い、Ｂ船の船尾方を

約２０～３０ｍ離して通過できるように約５.３ノットの対地速力で

東進し、船首方から波しぶきを受けるので、波しぶきを避けるため、

左舷前方に顔を向け、約３分間航行を続けたところ、平成２４年８月

５日１３時４５分ごろ、衝撃を感じ、Ｂ船と衝突したことに気付い

た。 

 Ａ船は、自力航行して泊漁港に帰港した。 

 Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、同乗者３人（以下「同乗者  

Ｂ１」、「同乗者Ｂ２」及び「同乗者Ｂ３」という。）を乗せ、釣りを終

えて泊漁港南西方沖で漂泊し、機関を停止して船首を南方に向け、船

尾甲板で釣り上げた魚の処理を行っていたところ、船長Ｂは、同乗者

Ｂ２からＢ船に向けて接近するＡ船のことを知らされた。 

船長Ｂは、Ａ船の動静を見守っていたが、Ａ船にＢ船を避ける様子

がなく、Ａ船がＢ船の右舷正横約２００ｍまで接近したので、Ａ船に

対し、大きく手を振って大声で叫んだものの、Ａ船の針路及び速力に

変化が認められず、衝突の危険を感じて同乗者Ｂ２及び同乗者Ｂ３と共

に海に飛び込み、その後、Ｂ船の右舷中央部とＡ船の船首部とがほぼ

直角に衝突した。 

 船長Ｂは、泳いでＢ船に戻り、Ｂ船を操船して同乗者Ｂ２及び同乗

者Ｂ３を救助し、Ａ船に乗り移っていた同乗者Ｂ１をＢ船に乗せ替え、

自力航行して小浜市所在のマリーナに戻ったのち、１１８番及び１１

９番通報した。 

 同乗者Ｂ１及び同乗者Ｂ２は、救急車で病院へ搬送され、同乗者Ｂ１

が腰背部打撲傷及び下腿
たい

擦過創と、同乗者Ｂ２が大腿打撲傷とそれぞ

れ診断された。 

 気象・海象 

 

気象：天気 晴れ、風向 東南東、風力 ３～４、視界 良好                               

海象：波高 約７０cm、水温 約２７℃ 

 その他の事項 

 

 船長Ａは、船長Ｂの合図及び声に気付かなかった。 

 船長Ｂ及び同乗者３人は、釣りを行っていた際は全員が救命胴衣を

着用していたが、本事故当時は釣りを終えていたので、救命胴衣を着

用していなかった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ あり、Ｂ なし 

 Ａ船は、泊漁港南西方沖を東進中、船長Ａが、Ｂ船を視認し、錨泊
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して釣りをしていると思い、Ｂ船の船尾方を約２０～３０ｍ離して通

過できるように航行していたものの、船首方からの波しぶきを避けよ

うとして左舷前方に顔を向け、見張りを適切に行っていなかったこと

から、Ｂ船に向けて航行していることに気付かず、Ｂ船と衝突したも

のと考えられる。 

 Ｂ船は、泊漁港南西方沖において漂泊中、船長Ｂが、Ａ船の接近を

知ったものの、Ａ船がＢ船の右舷正横約２００ｍに接近するまでＡ船

の動静を見ていたことから、接近したＡ船に対し、手を振り、声を出

して注意を喚起したが、Ａ船と衝突したものと考えられる。 

原因  本事故は、泊漁港南西方沖において、Ａ船が東進中、Ｂ船が漂泊

中、船長Ａが、船首方からの波しぶきを避けようとして左舷前方に顔

を向け、見張りを適切に行っておらず、また、船長Ｂが、Ａ船の接近

を知ったものの、Ａ船がＢ船の右舷正横約２００ｍに接近するまでＡ

船の動静を見ていたため、両船が衝突したことにより発生したものと

考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止及び被害の軽減に役立つ事項として、

次のことが考えられる。 

・波しぶきを受けて船首方を視認できない場合は、停止したり、速 

力を減じて航行したりすること。 

 ・漂泊中、接近する他舶を認めた場合、速やかに注意喚起を行い、

他船に避航する様子が見られない場合は、機関を使用して直ちに

移動すること。 

 ・船長は、小型船舶の暴露甲板に乗船している場合は、救命胴衣を

着用させるように努めること。 

 


